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3.60円/枚  

　　　3.28  

単価契約
債務負担行為                        

午前11時00分                        



総価　780,000
単価①　6,000
単価②　6,000
単価③ 60,000

  総価、単価契約
　債務負担行為                       

総価　858,000 単価①　6,600
単価②　6,600 単価③ 66,000



業 者 特 定 理 由 書 

名 称 札幌市水道局職員健康管理業務 

特命業者 公益財団法人 北海道結核予防会 

特命理由 

本業務は労働安全衛生法（以下「安衛法」という。）第１３条等の関係法

令に基づき、産業医を選任し、水道局職員の健康管理等を行うものである。 

本業務を遂行するに当たっては、多くの診断経験を有し、かつ幅広い診療

科目に精通していることが求められるため、個人への委嘱よりも当該産業医

の専門外分野についてのサポート体制が期待できる医療機関への業務委託を

行うことが最適であり、確実で高い効果が得られる。 

上記団体は、市長部局や、本局及び他公営企業の職員をもって組織する札

幌市職員共済組合から、健康診断業務を長年受託してきており、本局職員を

含む本市全職員の診断経験を有するとともに、健康状況の推移に関する豊富

なデータを保有しているなど、本市職員の健康状態や疾病の傾向等について

幅広く把握している。また、その経験を基にした個々の職員の特性に合わせ

た特定保健指導（脱メタ事業）でも確実な成果をあげてきている。 

以上のように、本市職員の健康状況を基にした健康指導の高い実績や豊富

な診断経験等に裏付けられた衛生教育等を実施するノウハウを持つ上記団体

は、本局職員の健康管理業務を的確かつ効率的に行うことのできる唯一の団

体である。 

さらに、上記団体は非営利目的の公益財団法人であることから、その委託

料について、相場（札幌市における標準料金は別紙のとおり）と比較する

と、極めて安価な価格で契約を締結することが見込まれる。 

根拠規定 
地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号 

地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第７号 



 6,380円/㎥ 

債務負担行為                        

 単価契約                       



業 者 特 定 理 由 書 

下記の理由により業者を特定する。  

記 

１ 件  名  水道局じん芥収集運搬業務 

２ 業 者 名 （一財）札幌市環境事業公社 

３ 特定理由  上記業者は、札幌市において、じん芥収集業務を許可されてい

る唯一の業者であるため。 

（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条の一般廃棄物収集

運搬業者としての許可）  

４ 根拠規定 

５ 備  考 

 地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号に該当すると

判断されるため。 

この業者特定理由書は、局内各課で執行する「じん芥収集運搬

業務」に適用する。 
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業 者 特 定 理 由 書 

下記の理由により業者を特定することといたしたい。 

記 

１ 件  名  窓口オンラインシステム運用保守業務 

２ 特定業者  日本ユニシス株式会社 北海道支店  

３ 特定理由 当業務は、窓口業務を担う基幹オンラインシステム等を効率的

かつ正常に運行させるために必要なものであり、安定した業務運

用と、万一障害が発生した場合には、迅速で確実な対応が求めら

れる。 

また、本システムは平成 25 年７月にサーバ機器更新（ＯＳ及

びミドルウェア等の更新含む。）に伴うアプリケーションの移行

を終えたシステムであり、大規模かつ複雑なシステムとなってい

るため、安定運用には本システムの正確な理解・把握が不可欠で

ある。 

上記業者は、サーバ機器更新に伴うアプリケーション移行業務

を受託した業者であり、サーバ機器運用にかかる基盤システムに

ついては、上記業者が著作権を有していること、これまでの豊富

な運用実績をもっていることなどから、本システムの情報資産、

動作環境に精通している。 

上記業者以外が本業務を履行する場合には、本システムの構成

等の情報資産を解析、習得に膨大な作業・時間を要するととも

に、運用におけるリスクや経費の増大が明らかである。 

以上より、本システムの重要性・影響範囲の広さから、リスク

を最小限に抑えることが必須であるため、上記業者に特定するこ

ととする。

４ 根拠規定 地方公営企業法施行令２１条の１４第１項２号 

「契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」

に該当すると判断されるため。 
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業 者 特 定 理 由 書

 下記の理由により業者を特定する。 

記 

１ 件     名 ： 上下水道料金オンラインシステム等運用保守業務 

２ 特 定 業 者 ： 日本ユニシス株式会社 北海道支店  

３ 特 定 理 由 ： 当業務は、上下水道料金業務を担う基幹オンラインシ

ステム等を効率的かつ正常に運行させるために必要なも

のであり、安定した業務運用、万一障害が発生した場合

には、迅速・確実な対応が求められる。 

また、本システムは令和元年７月にサーバ機器更新（Ｏ

Ｓ及びミドルウェア等の更新含む。）に伴うアプリケー

ションの移行を終えたシステムであり、大規模かつ複雑

なシステムとなっているため、安定運用には本システム

の正確な理解・把握が不可欠である。 

上記業者は、本業務システムの製作者で、サーバ機器

更新に伴うアプリケーション移行業務を実施しており、

また、サーバ機器運用に係る基盤システムについて、こ

れまでの豊富な運用実績から、本システムの情報資産、

動作環境に精通している唯一の業者である。 

４ 根 拠 規 定 ：「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める政令第 11条第１項第２号」に該当すると判断され

るため。 


